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議案第２号 

 

   君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとする。 

 

令和６年２月１５日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の

一部改正に伴う新たな手数料を定めるとともに、地方公共団体の手数料の標準に関する政

令（平成１２年政令第１６号）の一部改正に伴う手数料の額の改定を行うほか、条例の規

定を整理するため、君津市手数料徴収条例（平成１２年君津市条例第５号）の一部を改正

しようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 君津市手数料徴収条例（平成１２年君津市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１の１の項標準事務の欄中「第１２０条第１項」の次に「、第１２０条の２第１

項、第１２０条の３第１項及び第２項、第１２０条の６第１項」を加え、同項(1)の目中「第

１２０条第１項」の次に「、第１２０条の２第１項」を加え、「磁気ディスクをもって調

製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面」を「戸籍証明書」

に改め、同項(6)の目中「事務」の次に「又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届

書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務」を加え、「書類１件」を「書類又は

届書等情報の内容を表示したもの１件」に改め、同目を同項(8)の目とし、同項(5)の目中

「又は同法」を「、同法」に改め、「事項の証明書の交付」の次に「又は同法第１２０条の

６第１項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付」を加え、同目を同項(7)の目と

し、同目の前に次の１目を加える。 

(6) 戸籍法第１２０条の３第２項の規定

に基づく除籍電子証明書提供用識別符

号の発行（情報通信技術を活用した行政

の推進等に関する法律第７条第１項の

規定により同法第６条第１項に規定す

る電子情報処理組織を使用する方法に

より除籍電子証明書提供用識別符号の

発行を行う場合（当該発行に係る除籍電

子証明書の請求が同項の規定により同

項に規定する電子情報処理組織を使用

する方法により行われた場合に限る。）

における当該発行及び除籍電子証明書

提供用識別符号の発行に係る除籍電子

証明書の請求を行う者が同時に当該除

籍電子証明書が証明する事項と同一の 

除籍電子証明書提供用識別符号１件につ

き７００円 
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事項を証明する除かれた戸籍の謄本若

しくは抄本又は除籍証明書の請求を行

う場合における当該発行を除く。） 

 

 別表第１の１の項(4)の目を同項(5)の目とし、同項(3)の目中「第１２０条第１項」の次

に「、第１２０条の２第１項」を加え、「磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍

に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面」を「除籍証明書」に改め、同

目を同項(4)の目とし、同目の前に次の１目を加える。 

(3) 戸籍法第１２０条の３第２項の規定

に基づく戸籍電子証明書提供用識別符

号の発行（情報通信技術を活用した行政

の推進等に関する法律（平成１４年法律

第１５１号）第７条第１項の規定により

同法第６条第１項に規定する電子情報

処理組織を使用する方法（総務省令で定

めるものに限る。以下この項において同

じ。）により戸籍電子証明書提供用識別

符号の発行を行う場合（当該発行に係る

戸籍電子証明書の請求が同条第１項の

規定により同項に規定する電子情報処

理組織を使用する方法により行われた

場合に限る。）における当該発行及び戸

籍電子証明書提供用識別符号の発行に

係る戸籍電子証明書の請求を行う者が

同時に当該戸籍電子証明書が証明する

事項と同一の事項を証明する戸籍の謄

本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求

を行う場合における当該発行を除く。） 

戸籍電子証明書提供用識別符号１件につ

き４００円 

 別表第１の３の項(2)の目エ中「浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち」を「浮き屋根

を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所

（オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。）、浮き蓋付きの特定屋外貯
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蔵タンクのうち」に改め、同目オ中「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置」を「浮き屋

根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置」に改め、「掲げる」

の次に「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び」を加え、同目オ(ｱ)中「未満の」の次に「浮

き 屋 根 式 特 定 屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所 及 び 」 を 加 え 、 「 １ ， １ ８ ０ ， ０ ０ ０ 円 」 を 「 

１，４５０，０００円」に改め、同目オ(ｲ)中「未満の」の次に「浮き屋根式特定屋外タン

ク貯蔵所及び」を加え、「１，４１０，０００円」を「１，７２０，０００円」に改め、同

目 オ (ｳ )中 「 未 満 の」 の 次 に 「 浮 き 屋 根式 特 定 屋 外 タ ン ク 貯蔵 所 及 び 」 を 加 え 、「 

１，５９０，０００円」を「１，９２０，０００円」に改め、同目オ(ｴ)中「未満の」の次

に「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び」を加え、「１，９５０，０００円」を「 

２，３６０，０００円」に改め、同目オ(ｵ)中「未満の」の次に「浮き屋根式特定屋外タン

ク貯蔵所及び」を加え、「２，２７０，０００円」を「２，７４０，０００円」に改め、同

目 オ (ｶ )中 「 未 満 の」 の 次 に 「 浮 き 屋 根式 特 定 屋 外 タ ン ク 貯蔵 所 及 び 」 を 加 え 、「 

４，５５０，０００円」を「５，６４０，０００円」に改め、同目オ(ｷ)中「未満の」の次

に「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び」を加え、「５，８２０，０００円」を「 

７，２４０，０００円」に改め、同目オ(ｸ)中「以上の」の次に「浮き屋根式特定屋外タン

ク貯蔵所及び」を加え、「７，０７０，０００円」を「８，７９０，０００円」に改める。 

 別表第２の１２の５の項の次に次の２項を加える。 

１２の６ 建築基準法施行令（昭和２５年

政令第３３８号）第１３７条の１２第６

項の規定による建築物に対する制限の適

用除外に関する大規模の修繕又は大規模

の模様替に係る認定の申請に対する審査 

２７，０００円

１２の７ 建築基準法施行令第１３７条の

１２第７項の規定による建築物に対する

制限の適用除外に関する大規模の修繕又

は大規模の模様替に係る認定の申請に対

する審査 

２７，０００円

 別表第２の２９の項及び３２の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」

を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同表３３の項中「建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等
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に関する法律」に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建

築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改め、同表３４の項、３５

の項及び３６の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同表３７の項中「建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」

に、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、別表第１の１の項の改正規定は、

令和６年３月１日から施行する。 



 

-
 
1
 
- 

君津市手数料徴収条例新旧対照表 

改正案 現 行 

別表第１（第２条） 別表第１（第２条） 

標準事務 手数料を徴収する事務 金額 

１ 戸籍法（昭

和２２年法

律第２２４

号）第１０条

第１項及び

第１０条の

２第１項か

ら第５項ま

で（これらの

規定を同法

第１２条の

２において

準用する場

合を含む。）、

第４８条第

１項及び第

２項（これら

の規定を同

法第１１７

条において

準用する場

合を含む。）、

第１２０条

(1) 戸籍法第１０条第１項、

第１０条の２第１項から

第５項まで若しくは第

 １２６条の規定に基づく

戸籍の謄本若しくは抄本

の交付又は同法第１２０

条第１項、第１２０条の２

第１項若しくは第１２６

条の規定に基づく戸籍証

明書                   

                       

                       

              の交付 

１通につき４５０円（多機

能端末機（本市の電子計算

機と電気通信回線で接続さ

れた端末機であって、証明

書を自動的に交付する機能

を有するものをいう。以下

同じ。）により交付する場合

にあっては、１００円） 

(2) 省略 

(3) 戸籍法第１２０条の３

第２項の規定に基づく戸

籍電子証明書提供用識別

符号の発行（情報通信技術

を活用した行政の推進等

に関する法律（平成１４年

法律第１５１号）第７条第

１項の規定により同法第

６条第１項に規定する電

戸籍電子証明書提供用識別

符号１件につき４００円 

標準事務 手数料を徴収する事務 金額 

１ 戸籍法（昭

和２２年法

律第２２４

号）第１０条

第１項及び

第１０条の

２第１項か

ら第５項ま

で（これらの

規定を同法

第１２条の

２において

準用する場

合を含む。）、

第４８条第

１項及び第

２項（これら

の規定を同

法第１１７

条において

準用する場

合を含む。）、

第１２０条 

(1) 戸籍法第１０条第１項、

第１０条の２第１項から

第５項まで若しくは第

１２６条の規定に基づく

戸籍の謄本若しくは抄本

の交付又は同法第１２０

条第１項               

       若しくは第１２６

条の規定に基づく磁気デ

ィスクをもって調製され

た戸籍に記録されている

事項の全部若しくは一部

を証明した書面の交付 

１通につき４５０円（多機

能端末機（本市の電子計算

機と電気通信回線で接続さ

れた端末機であって、証明

書を自動的に交付する機能

を有するものをいう。以下

同じ。）により交付する場合

にあっては、１００円） 

(2) 省略 

 



 

-
 
2
 
- 

第１項、第

１２０条の

２第１項、第

１２０条の

３第１項及

び第２項、第

１２０条の

６ 第 １ 項

並 び に 第

１２６条の

規定に基づ

く戸籍に関

する事務 

子情報処理組織を使用す

る方法（総務省令で定める

ものに限る。以下この項に

おいて同じ。）により戸籍

電子証明書提供用識別符

号の発行を行う場合（当該

発行に係る戸籍電子証明

書の請求が同条第１項の

規定により同項に規定す

る電子情報処理組織を使

用する方法により行われ

た場合に限る。）における

当該発行及び戸籍電子証

明書提供用識別符号の発

行に係る戸籍電子証明書

の請求を行う者が同時に

当該戸籍電子証明書が証

明する事項と同一の事項

を証明する戸籍の謄本若

しくは抄本又は戸籍証明

書の請求を行う場合にお

ける当該発行を除く。） 

 

(4) 戸籍法第１２条の２に

おいて準用する同法第

１０条第１項若しくは第

１０条の２第１項から第

５項までの規定若しくは

１通につき７５０円 

第１項   

      

      

      

      

      

      

      

並 び に 第

１２６条の

規定に基づ

く戸籍に関

する事務 

 

 (3) 戸籍法第１２条の２に

おいて準用する同法第

１０条第１項若しくは第

１０条の２第１項から第

５項までの規定若しくは

１通につき７５０円 



 

-
 
3
 
- 

 同法第１２６条の規定に

基づく除かれた戸籍の謄

本若しくは抄本の交付又

は同法第１２０条第１項

、第１２０条の２第１項

若しくは第１２６条の規

定に基づく除籍証明書   

                       

                       

                       

              の交付

 

(5) 省略 

(6) 戸籍法第１２０条の３

第２項の規定に基づく除

籍電子証明書提供用識別

符号の発行（情報通信技術

を活用した行政の推進等

に関する法律第７条第１

項の規定により同法第６

除籍電子証明書提供用識別

符号１件につき７００円 

 条第１項に規定する電子

情報処理組織を使用する

方法により除籍電子証明

書提供用識別符号の発行

を行う場合（当該発行に係

る除籍電子証明書の請求

が同項の規定により同項

に規定する電子情報処理

 

 同法第１２６条の規定に

基づく除かれた戸籍の謄

本若しくは抄本の交付又

は同法第１２０条第１項

                        

若しくは第１２６条の規

定に基づく磁気ディスク

をもって調製された除か

れた戸籍に記録されてい

る事項の全部若しくは一

部を証明した書面の交付

 

(4) 省略 

 



 

-
 
4
 
- 

組織を使用する方法によ

り行われた場合に限る。）

における当該発行及び除

籍電子証明書提供用識別

符号の発行に係る除籍電

子証明書の請求を行う者

が同時に当該除籍電子証

明書が証明する事項と同

一の事項を証明する除か

れた戸籍の謄本若しくは

抄本又は除籍証明書の請

求を行う場合における当

該発行を除く。） 

 

(7) 戸籍法第４８条第１項

（同法第１１７条におい

て準用する場合を含む。）

の規定に基づく届出若し

くは申請の受理の証明書

の交付、同法  第４８条

第２項（同法第１１７条に

おいて準用する場合を含

む。）若しくは第１２６条

の規定に基づく届書その

他市長の受理した書類に

記載した事項の証明書の

交付又は同法第１２０条

の６第１項の規定に基づ

１通につき３５０円（婚姻、

離婚、養子縁組、養子離縁又

は認知の届出の受理につい

て、請求により法務省令で

定める様式による上質紙を

用いる場合にあっては、１

通につき１，４００円） 

  

(5) 戸籍法第４８条第１項

（同法第１１７条におい

て準用する場合を含む。）

の規定に基づく届出若し

くは申請の受理の証明書

の交付又は同法第４８条

第２項（同法第１１７条に

おいて準用する場合を含

む。）若しくは第１２６条

の規定に基づく届書その

他市長の受理した書類に

記載した事項の証明書の

交付                   

                        

１通につき３５０円（婚姻、

離婚、養子縁組、養子離縁又

は認知の届出の受理につい

て、請求により法務省令で

定める様式による上質紙を

用いる場合にあっては、１

通につき１，４００円） 



 

-
 
5
 
- 

 く届書等情報の内容の証

明書の交付 

 

(8) 戸籍法第４８条第２項

（同法第１１７条におい

て準用する場合を含む。）

の規定に基づく届書その

他市長の受理した書類を

閲覧に供する事務又は同

法第１２０条の６第１項

の規定に基づく届書等情

報の内容を表示したもの

を閲覧に供する事務 

書類又は届書等情報の内容

を表示したもの１件につき

３５０円 

２ 省略 

３ 消防法第

１１条第１

項前段の規

定に基づく

危険物の製

造所、貯蔵所

又は取扱所

の設置の許

可に関する

事務 

(1) 省略 

(2) 消防法第１１条第１項

前段の規定に基づく貯蔵

所の設置の許可の申請に

対する審査 

ア～ウ 省略 

エ 特定屋外タンク貯蔵所

（浮き屋根を有する特定

屋外貯蔵タンクのうち総

務省令で定めるものに係

る特定屋外タンク貯蔵所

（オにおいて「浮き屋根

式特定屋外タンク貯蔵

所」という。）、浮き蓋付

きの特定屋外貯蔵タンク

のうち総務省令で定める

ものに係る特定屋外タン

  ク貯蔵所（オにおいて「浮

                        

        

 

(6) 戸籍法第４８条第２項

（同法第１１７条におい

て準用する場合を含む。）

の規定に基づく届書その

他市長の受理した書類を

閲覧に供する事務       

                       

                       

                       

               

書類１件        

         につき

３５０円 

２ 省略 

３ 消防法第

１１条第１

項前段の規

定に基づく

危険物の製

造所、貯蔵所

又は取扱所

の設置の許

可に関する

事務 

(1) 省略 

(2) 消防法第１１条第１項

前段の規定に基づく貯蔵

所の設置の許可の申請に

対する審査 

ア～ウ 省略 

エ 特定屋外タンク貯蔵所

（浮き蓋付きの特定屋外

貯蔵タンクのうち   

           

           

           

           

           

           

   総務省令で定める

ものに係る特定屋外タン

ク貯蔵所（オにおいて「浮



 

-
 
6
 
- 

き蓋付特定屋外タンク貯

蔵所」という。）及び岩盤

タンクに係る屋外タンク

貯蔵所を除く。）の設置

の許可の申請に係る審査

 次に掲げる特定屋外タ

ンク貯蔵所の区分に応じ 

、それぞれ次に定める額 

(ｱ) ～(ｸ) 省略 

オ 浮き屋根式特定屋外タ

ンク貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵所の

設置の許可の申請に係る

審査 次に掲げる浮き屋

根式特定屋外タンク貯蔵

所及び浮き蓋付特定屋外

タンク貯蔵所の区分に応

じ、それぞれ次に定める

金額 

 (ｱ) 危険物の貯蔵最大数

量が１，０００キロリ

ットル以上５，０００

キロリットル未満の浮

き屋根式特定屋外タン

ク貯蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵所

 １，４５０，０００円

  き蓋付特定屋外タンク貯

蔵所」という。）及び岩盤

タンクに係る屋外タンク

貯蔵所を除く。）の設置

の許可の申請に係る審査

 次に掲げる特定屋外タ

ンク貯蔵所の区分に応じ 

、それぞれ次に定める額 

(ｱ) ～(ｸ) 省略 

オ 浮き蓋付特定屋外タン

ク貯蔵所の設置     

            

  の許可の申請に係る

審査 次に掲げる    

             

    浮き蓋付特定屋外

タンク貯蔵所の区分に応

じ、それぞれ次に定める

金額 

(ｱ) 危険物の貯蔵最大数

量が１，０００キロリ

ットル以上５，０００

キロリットル未満の 

          

      浮き蓋付

特定屋外タンク貯蔵所

 １，１８０，０００円



 

-
 
7
 
- 

  (ｲ) 危険物の貯蔵最大数

量が５，０００キロリ

ッ ト ル 以 上

１０，０００キロリッ

トル未満の浮き屋根式

特定屋外タンク貯蔵所

及び浮き蓋付特定屋外

タ ン ク 貯 蔵 所   

１，７２０，０００円 

(ｳ) 危険物の貯蔵最大数

量が１０，０００キロ

リ ッ ト ル 以 上

５０，０００キロリッ

トル未満の浮き屋根式

特定屋外タンク貯蔵所

及び浮き蓋付特定屋外

タ ン ク 貯 蔵 所  

１，９２０，０００円 

(ｴ) 危険物の貯蔵最大数

量が５０，０００キロ

リ ッ ト ル 以 上

１００，０００キロリ

ットル未満の浮き屋根

式特定屋外タンク貯蔵

所及び浮き蓋付特定屋

外 タ ン ク 貯 蔵 所  

２，３６０，０００円 

(ｲ) 危険物の貯蔵最大数 

  量が５，０００キロリ

ッ ト ル 以 上

１０，０００キロリッ

トル未満の     

          

   浮き蓋付特定屋外 

タ ン ク 貯 蔵 所  

１，４１０，０００円 

(ｳ) 危険物の貯蔵最大数

量が１０，０００キロ

リ ッ ト ル 以 上

５０，０００キロリッ

トル未満の     

          

   浮き蓋付特定屋外 

タ ン ク 貯 蔵 所  

１，５９０，０００円 

(ｴ) 危険物の貯蔵最大数

量が５０，０００キロ

リ ッ ト ル 以 上

１００，０００キロリ

ットル未満の    

          

    浮き蓋付特定屋 

外 タ ン ク 貯 蔵 所  

１，９５０，０００円 



 

-
 
8
 
- 

  (ｵ) 危険物の貯蔵最大数

量が１００，０００キ

ロ リ ッ ト ル 以 上

２００，０００キロリ

ットル未満の浮き屋根

式特定屋外タンク貯蔵

所及び浮き蓋付特定屋

外 タ ン ク 貯 蔵 所  

２，７４０，０００円 

(ｶ) 危険物の貯蔵最大数

量が２００，０００キ

ロ リ ッ ト ル 以 上

３００，０００キロリ

ットル未満の浮き屋根

式特定屋外タンク貯蔵

所及び浮き蓋付特定屋

外 タ ン ク 貯 蔵 所  

５，６４０，０００円 

(ｷ) 危険物の貯蔵最大数

量が３００，０００キ

ロ リ ッ ト ル 以 上

４００，０００キロリ

ットル未満の浮き屋根

式特定屋外タンク貯蔵

所及び浮き蓋付特定屋

外 タ ン ク 貯 蔵 所  

７，２４０，０００円 

  (ｵ) 危険物の貯蔵最大数

量が１００，０００キ

ロ リ ッ ト ル 以 上

２００，０００キロリ

ットル未満の    

          

    浮き蓋付特定屋 

外 タ ン ク 貯 蔵 所  

２，２７０，０００円 

(ｶ) 危険物の貯蔵最大数

量が２００，０００キ

ロ リ ッ ト ル 以 上

３００，０００キロリ

ットル未満の    

          

    浮き蓋付特定屋 

外 タ ン ク 貯 蔵 所  

４，５５０，０００円 

(ｷ) 危険物の貯蔵最大数

量が３００，０００キ

ロ リ ッ ト ル 以 上

４００，０００キロリ

ットル未満の    

          

    浮き蓋付特定屋 

外 タ ン ク 貯 蔵 所  

５，８２０，０００円 



 

-
 
9
 
- 

  (ｸ) 危険物の貯蔵最大数

量が４００，０００キ

ロリットル以上の浮き

屋根式特定屋外タンク

貯蔵所及び浮き蓋付特

定屋外タンク貯蔵所 

８，７９０，０００円 

カ～シ 省略 

 (3) 省略 

４～５５ 省略 

別表第２（第２条） 

手数料を徴収する事務 金額 

１～１２の５ 省略 

１２の６ 建築基準法施行令（昭和

２５年政令第３３８号）第１３７

条の１２第６項の規定による建

築物に対する制限の適用除外に

関する大規模の修繕又は大規模

の模様替に係る認定の申請に対

する審査 

２７，０００円

１２の７ 建築基準法施行令第 

１３７条の１２第７項の規定に

よる建築物に対する制限の適用

除外に関する大規模の修繕又は

大規模の模様替に係る認定の申

請に対する審査 

２７，０００円

１３～２８ 省略 

  (ｸ) 危険物の貯蔵最大数

量が４００，０００キ

ロリットル以上の  

          

     浮き蓋付特

定屋外タンク貯蔵所 

７，０７０，０００円 

カ～シ 省略 

 (3) 省略 

４～５５ 省略 

別表第２（第２条） 

手数料を徴収する事務 金額 

１～１２の５ 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３～２８ 省略 



 

-
 
1
0
 
- 

２９ 都市の低炭素化の促進に関

する法律（平成２４年法律第８４ 

(1) 申請に係る低炭素建築物新築

等計画が、登録住宅性能評価機関

号）第５３条第１項の規定による

低炭素建築物新築等計画の認定

の申請（同法第５４条第２項の規

定による申出を伴う場合を除

く。）に対する審査 

若しくは建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律（平

成２７年法律第５３号）第１５条

第１項に規定する登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関（３４

の項及び３７の項において「登録

建築物エネルギー消費性能判定

機関」という。）により、都市の

低炭素化の促進に関する法律第

５４条第１項各号に掲げる基準

に適合していると認められたも

の又は住宅の品質確保の促進等

に関する法律第５条第１項に規

定する住宅性能評価において日

本住宅性能表示基準（平成１３年

国土交通省告示第１３４６号）別

表１に規定する断熱等性能等級

５以上及び一次エネルギー消費

量等級６と認められたものであ

る場合 

ア～ウ 省略 

(2) ～(3) 省略 

３０～３１ 省略 

３２ 建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第１２ 

省略 

２９ 都市の低炭素化の促進に関

する法律（平成２４年法律第８４ 

(1) 申請に係る低炭素建築物新築

等計画が、登録住宅性能評価機関

号）第５３条第１項の規定による

低炭素建築物新築等計画の認定

の申請（同法第５４条第２項の規

定による申出を伴う場合を除

く。）に対する審査 

若しくは建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律 （平

成２７年法律第５３号）第１５条

第１項に規定する登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関（３４

の項及び３７の項において「登録

建築物エネルギー消費性能判定

機関」という。）により、都市の

低炭素化の促進に関する法律第

５４条第１項各号に掲げる基準

に適合していると認められたも

の又は住宅の品質確保の促進等

に関する法律第５条第１項に規

定する住宅性能評価において日

本住宅性能表示基準（平成１３年

国土交通省告示第１３４６号）別

表１に規定する断熱等性能等級

５以上及び一次エネルギー消費

量等級６と認められたものであ

る場合 

ア～ウ 省略 

(2) ～(3) 省略 

３０～３１ 省略 

３２ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律 第１２ 

省略 



 

-
 
1
1
 
- 

 条第１項又は第１３条第２項の

規定による建築物エネルギー消

費性能適合性判定に対する審査 

 

３３ 建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第１２

条第２項又は第１３条第３項の

規定による建築物エネルギー消

費性能適合性判定に対する審査

及び建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律施行規

則（平成２８年国土交通省令第５

号）第１１条の規定による建築物

エネルギー消費性能確保計画の

変更が軽微な変更に該当してい

ることを証する書面の交付の申

請に対する審査 

省略 

３４ 建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第３４

条第１項の規定による建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の認

定の申請（同法第３５条第２項の

規定による申出を伴う場合を除

く。）に対する審査 

(1) 申請に係る建築物エネルギー

消費性能向上計画が、登録住宅性

能評価機関若しくは登録建築物

エネルギー消費性能判定機関に

より建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第３５

条第１項各号に掲げる基準に適

合していると認められたもの又

は住宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項に規定す

る住宅性能評価において日本住

条第１項又は第１３条第２項の

規定による建築物エネルギー消

費性能適合性判定に対する審査 

 

３３ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律 第１２

条第２項又は第１３条第３項の

規定による建築物エネルギー消

費性能適合性判定に対する審査

及び建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律施行規則

 （平成２８年国土交通省令第５

号）第１１条の規定による建築物

エネルギー消費性能確保計画の

変更が軽微な変更に該当してい

ることを証する書面の交付の申

請に対する審査 

省略 

３４ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律 第３４

条第１項の規定による建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の認

定の申請（同法第３５条第２項の

規定による申出を伴う場合を除

く。）に対する審査 

(1) 申請に係る建築物エネルギー

消費性能向上計画が、登録住宅性

能評価機関若しくは登録建築物

エネルギー消費性能判定機関に

より建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律 第３５

条第１項各号に掲げる基準に適

合していると認められたもの又

は住宅の品質確保の促進等に関

する法律第５条第１項に規定す

る住宅性能評価において日本住



 

-
 
1
2
 
- 

 宅性能表示基準別表１に規定す

る断熱等性能等級５以上及び一

次エネルギー消費量等級６（建築

物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律の施行の際現に

存するものにあっては、日本住宅

性能表示基準別表２―１に規定

する断熱等性能等級４以上及び

一次エネルギー消費量等級４以

上）と認められたものである場合

ア～ウ 省略 

(2) ～(4) 省略 

３５ 建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第３６

条第１項の規定による建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請（同法第３６条第

２項において準用する同法第 

３５条第２項の規定による申出

を伴う場合を除く。）に対する審

査 

省略 

３６ 建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第３４

条第１項の規定による建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の認

定の申請又は同法第３６条第１

項の規定による建築物エネルギ 

省略 

 宅性能表示基準別表１に規定す

る断熱等性能等級５以上及び一

次エネルギー消費量等級６（建築

物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律 の施行の際現に

存するものにあっては、日本住宅

性能表示基準別表２―１に規定

する断熱等性能等級４以上及び

一次エネルギー消費量等級４以

上）と認められたものである場合

 ア～ウ 省略 

(2) ～(4) 省略 

３５ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律 第３６

条第１項の規定による建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の変

更の認定の申請（同法第３６条第

２項において準用する同法第 

３５条第２項の規定による申出

を伴う場合を除く。）に対する審

査 

省略 

 

３６ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律 第３４

条第１項の規定による建築物エ

ネルギー消費性能向上計画の認

定の申請又は同法第３６条第１

項の規定による建築物エネルギ 

省略 



 

-
 
1
3
 
- 

ー消費性能向上計画の変更の認

定の申請に、同法第３５条第２項

（同法第３６条第２項において

準用する場合を含む。）の規定に

よる申出を伴う場合のこれらの

申請に対する審査 

 

３７ 建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第４１

条第１項の規定による建築物の

エネルギー消費性能に係る認定

の申請に対する審査 

(1) 申請に係る建築物が、登録住宅

性能評価機関若しくは登録建築

物エネルギー消費性能判定機関

により建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律第２

条第３号に規定する建築物エネ

ルギー消費性能基準に適合して

いると認められたもの、同法第

３５条第１項の認定に係る建築

物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律施行規則第２５

条第２項に規定する通知書若し

くは都市の低炭素化の促進に関

する法律第５４条第１項の認定

に係る都市の低炭素化の促進に

関する法律施行規則（平成２４年

国土交通省令第８６号）第４３条

第２項に規定する通知書の交付

を受けたもの（都市計画区域内の

ものにあっては、建築基準法第７

条第５項、第７条の２第５項若し

ー消費性能向上計画の変更の認

定の申請に、同法第３５条第２項

（同法第３６条第２項において

準用する場合を含む。）の規定に

よる申出を伴う場合のこれらの

申請に対する審査 

 

３７ 建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律 第４１

条第１項の規定による建築物の

エネルギー消費性能に係る認定

の申請に対する審査 

(1) 申請に係る建築物が、登録住宅

性能評価機関若しくは登録建築

物エネルギー消費性能判定機関

により建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律 第２

条第３号に規定する建築物エネ

ルギー消費性能基準に適合して

いると認められたもの、同法第

３５条第１項の認定に係る建築

物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律施行規則 第２５

条第２項に規定する通知書若し

くは都市の低炭素化の促進に関

する法律第５４条第１項の認定

に係る都市の低炭素化の促進に

関する法律施行規則（平成２４年

国土交通省令第８６号）第４３条

第２項に規定する通知書の交付

を受けたもの（都市計画区域内の

ものにあっては、建築基準法第７

条第５項、第７条の２第５項若し
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 くは第１８条第１８項に規定す

る検査済証の交付を受けたもの

に限る。）又は住宅の品質確保の

促進等に関する法律第５条第１

項に規定する住宅性能評価にお

いて日本住宅性能表示基準別表

１に規定する断熱等性能等級４

以上及び一次エネルギー消費量

等級４以上（建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する法律

の施行の際現に存するものにあ

っては、日本住宅性能表示基準別

表２―１に規定する一次エネル

ギー消費量等級３以上）と認めら

れたものである場合 

ア～ウ 省略 

(2) ～(3) 省略 

３８～５５ 省略 
  

くは第１８条第１８項に規定す

る検査済証の交付を受けたもの

に限る。）又は住宅の品質確保の

 促進等に関する法律第５条第１

項に規定する住宅性能評価にお

いて日本住宅性能表示基準別表

１に規定する断熱等性能等級４

以上及び一次エネルギー消費量

等級４以上（建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律 

の施行の際現に存するものにあ

っては、日本住宅性能表示基準別

表２―１に規定する一次エネル

ギー消費量等級３以上）と認めら

れたものである場合 

ア～ウ 省略 

(2) ～(3) 省略 

３８～５５ 省略 
 

備考 省略 備考 省略 

  

 


